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地方税法改正とふるさと納税について

要約

本稿では，ふるさと納税の返礼率の決定要
因について検証した．主な結論は以下のとお
りである．2016 年から 2019 年度のパネルデ
ータによる推定では，正の有意傾向にあった
ものの，2019 年度のクロスセクションデー
タによる推定では，財政力が弱い地方自治体
が，ふるさと納税による寄附金の獲得で税収
を拡大させる狙いや，他の自治体にふるさと
納税が行われることで税額控除などによる税
源の流出を防ぐといった意図で，返礼率を上
げるといった現象は確認できなかった．また，
実質債務比率が高いほど返礼率が高くなる傾
向があったことも事実であるが，一次産業人
口比率や財政力指数が高い自治体ほど，返礼
率が高い傾向にあり，財政力指数が高い自治
体ほど，返礼品にかける費用が高くなる可能
性がある．ふるさと納税自体が逼迫する地方
財政の一助となるのであれば，新しい地方税
の在り方として再評価できると考えられる．
キーワード：ふるさと納税，返礼品，ヤード
スティック競争，地方財政

1．はじめに

2008 年度より始まったふるさと納税制度
は，地方財政における税収の拡大やその使途
について，肯定的な見方がある一方，地方税
の原則である応益原則などとの整合性や，過
剰な返礼品競争が問題ともなってきた．なお，
ふるさと納税の制度設計をした総務省は，ふ

るさと納税は「税」ではなく「寄附」である
とし，後述の通り，返礼割合を 3割以下とす
るなどの処置を施してきた．これまでのふる
さと納税に対する研究に目を向けると，その
多くがふるさと納税の実態や使途について調
査を通じ明らかにしたもの，主に返礼品に着
目し，どのような要因がふるさと納税を行う
インセンティブとなっているのか，実証分析
によって明らかしたものである．ただし，返
礼品について，自治体の返礼率を決める諸要
因について分析を行った研究は，筆者の知る
限りでは多いとは言えない．返礼率の決定要
因には，財政力が弱い地方自治体が，ふるさ
と納税による寄附金の獲得で税収を拡大させ
る狙いや，他の自治体にふるさと納税が行わ
れることで税額控除などによる税源の流出を
防ぐといった意図が考えられる．このような
観点から見れば，ふるさと納税の返礼品競争
は，自治体間の政策競争によって形成される
可能性もあり，後述の通り，深澤（2019）や
末松（2020）の研究がこの点を分析している．
また，別所・宮本（2012）など，地方政府の
政策決定における近隣地方政府との相互依存
関係を租税競争や政策競争の文脈で分析した
研究も多くある．
そもそも，ふるさと納税が地方財政にとっ
ての一助となり，税収が地域の活性化や福祉
などに用いられるのならば，寄附金型の税制
として一定の意義があるが，過剰な返礼品競
争の要因となるならば，地方税の原則との整
合性など問題があるといえる．一方で，返礼
率が，自地域の財政や経済，産業などの要因
で決まっている可能性もあり，本稿では，返
礼率の決定要因について，競争関係にあると
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考えられる自治体の返礼率や自地域の人口や
産業，財政の状況に関する諸要因を考慮した
うえで，地方税法の改正が行われた 2019 年
度のクロスセクションデータを用いて分析す
る．また，頑健性の確認のため，2016 年か
ら 2019 年度のパネルデータによる分析も行
うこととする．
本稿の構成は次のとおりである．次節では，
ふるさと納税制度の概要とその先行研究につ
いて整理する．第 3節では，返礼率の決定要
因について考察し，先行研究と本稿の課題に
ついて整理する．その上で，第 4節において
具体的な実証分析を行い，終節で分析の結果
から得られた知見をまとめる．

2．ふるさと納税の概要と先行研究

2.1　ふるさと納税の概要
ふるさと納税制度は，自分が選んだ地方自
治体への寄附金に対する所得税・住民税の控
除制度として，2008 年度に新設された．具
体的には，寄附額のうち 2000 円を越える部
分について，一定の上限はあるが，所得税と

住民税から原則として全額が控除される．ふ
るさと納税の意義として，総務省は，①納税
者が寄附先を選択でき，税に対する意識が高
まること，②生まれ故郷やお世話になった地
域，応援したい地域に力になれ，人を育て，
自然を守り，地域の環境を育む支援になるこ
と，③自治体が国民に向け取り組みをアピー
ルすることで，自治体間の競争が生まれ，納
税先に選んでもらえるにふさわしい地域のあ
り方をあらためて考えるきっかけにつがるこ
とを挙げている．
図 1は，ふるさと納税の受入額と受入件数
を示したものである．ふるさと納税受入額は，
制度発足当時の 2008 年度は約 81 億円（約 5
万件）であったが，2019 年度では約 4875 億
円（約 2334 万件）と急増している．2015 年
度には，寄附金控除の適用上限である「ふる
さと納税枠」が 2倍に引き上げられ，確定申
告なしで寄附金控除が受けられる「ふるさと
納税ワンストップ特例制度」が設けられてい
る．さらに，2019 年度の地方税法の改正に
より，返礼品の返礼割合を 3割以下とする，
返礼品を地場産品とすることが規定された1）．
総務省の 2020 年度「ふるさと納税に関する

図 1　ふるさと納税の受入額と受入件数
出所　総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」をもとに筆者作成
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現況調査結果」によると，ふるさと納税を募
集する際の使途を選択できる割合は全体の
96％に上り，受入額実績・活用状況（事業内
容等）の両方を公表している割合も 74％と
なっている．ふるさと納税の募集に要した費
用については，受入額に占める割合のうち，
返礼品の調達に係る費用が 28％と最も多く
なっている．

2.2　ふるさと納税制度をめぐる先行研究
ふるさと納税をめぐっては，多様な観点か
ら分析が行われているが，まず，租税論の理
論から先行研究を整理したい．まず，小池
（2007）は，財政民主主義が揺らぐこと，歳
入の見通しが不透明となること，多大な徴税
コストがかかることといった問題を指摘して
いる 2）．さらに，水田（2017）は，租税論と
の関係で応益原則や負担分任原則といった地
方税の原則に抵触することに加え，寄附を求
めての返礼品競争を激化させること，返礼品
の価値額が 2000 円を上回る場合は実質的な
受益となるが，こうした負担を伴わない「寄
附」は寄附の理念に反すること，地方自治体
への寄附とその他の団体への寄附との間で不
平等性が発生することなどの問題点を指摘し
ている 3）．
他方，独自の調査によって，ふるさと納税
の実態を分析した研究も多い．例えば，橋本・
鈴木（2016）は，北海道，神奈川県，愛知県，
大阪府，福岡県下の市町村のふるさと納税の
現状を調査し，財政力指数と寄附金額の間に
は，ほとんど相関関係がないことを指摘して
いる．そのうえで，財政力の弱い，ふるさと
納税による応援をより必要としていると考え
られる自治体の多くが，寄附金を集められて
いないことを示唆している．さらに，返礼品
競争の問題については，制度の問題点として
特例控除を挙げ，当該特例控除を段階的に廃
止することで，高額の寄附には一定割合の自
己負担を伴うようになり，高額所得者の有利
さを軽減することにつながると指摘してい
る．また，安田・小山（2016）は，都城市や
焼津市など，ふるさと納税の使途が，子育て
支援や環境対策，まちづくりなど地域経済活

性化に貢献している例を挙げ，地方創生の政
策手段として一定の意義を見出している．橋
本・鈴木（2017）は，主として北海道下の市
町村データを用いて，返礼品送付の現状，ふ
るさと納税制度が市町村財政に及ぼす影響を
分析しており，過疎地域を多く抱える北海道
下の市町村でも，2015 年度を対象に分析し
てみると，赤字となる市町村が続出している
ことを指摘している．特に，返礼割合のガイ
ドラインを決めることで，自治体間返礼品競
争の過熱が抑制できれば，自治体が公益活動
に使える手取りも増えることになるとしてい
る．さらに，橋本・鈴木（2018）は，ふるさ
と納税における返礼品規制に対する自治体の
対応を調べるために，アンケート調査，北海
道庁，札幌市での調査を実施，その結果，返
礼品規制に対する各自治体の対応にはかなり
の差が見られ，返礼割合が高いにもかかわら
ず，規制には従わないという自治体が一部に
存在することを明らかにしている．
ふるさと納税のインセンティブに関する研
究はどうであろうか．例えば，西村・石村・
赤井（2017）や Yamamura et al.（2017）で
は，地方自治体ベースのデータを用いて，ふ
るさと納税には利他的動機とともに利己的動
機があることが指摘されている．なお，これ
ら地方自治体のデータでは，利他的動機の変
数として財政状況・経済状況・産業構造等が，
また利己的動機の変数として返礼品という特
典に関する変数が用いられている．さらに，
高橋・要藤・小嶋（2019）では，独自のアン
ケート調査をもとに，信頼や互酬性といった
規範的意識の要因やそれ以外の要因（例えば
経済的要因）がふるさと納税に与える影響を，
一般的な寄附と比較している．その結果，ふ
るさと納税においては，一般的寄附と同様に
互酬性の意識が影響を与えていること，一方
で一般的寄附と比べて世帯年収など経済的要
因も影響を与えていることを指摘している．
これらの研究からは，ふるさと納税に対す
る肯定的な見方がある一方，過剰な返礼品競
争の問題も指摘されてきた．一方で，返礼品
のみならず，利他的な動機からふるさと納税
を行う事例も多いと考えられ，返礼品割合の
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規制や使途の明示などの対策が重要と考えら
れる．

3．  返礼率の決定要因に関する先行研究
と本稿の課題

自治体間の政策競争の観点からふるさと納
税を分析した研究として，深澤（2019）は，
2018 年度「ふるさと納税に関する現況調査
結果」を用いて，自地域の返礼割合と競争相
手地域の返礼割合との関係を分析し，ふるさ
と納税の返礼品競争は，租税外部効果の一類
型として租税競争（課税ベースの域内への呼
び込みを狙った税率引き下げ競争）と実質的
に等しい現象であると示唆している．さらに，
末松（2020）は，2015 年から 2017 年度の「ふ
るさと納税に関する現況調査結果」を用いて，
ふるさと納税の返礼率の決定要因について実
証分析を行っており，その結果，競争相手の
自治体の返礼率が高い自治体や，税控除を通
じた住民税収の流出が大きい自治体ほど，返
礼率が高くなる傾向があり，財政力・経済的
に脆弱な自治体ほど，返礼率を高めてふるさ
との納税を集める傾向が強いことなどを指摘
している．すなわち，ふるさと納税における
返礼品競争は，租税競争の性質を有しており，
返礼率競争は，自治体間の格差を拡大させる
と示唆している．
なお，自治体間の政策競争についても多く
研究が行われてきた．特に，別所・宮本（2012）
では，妊産婦定期健康診査を取り上げ，助成
額が都道府県内の市町村と正の相関をもつこ
とを統計的に示しており，同一都道府県内の
市町村におけるヤードスティック競争や横並
び行動の結果であることを示唆している．さ
らに，地方政府の政策決定における近隣地方
政府との相互依存関係は，西川・林（2006）
によっても分析されており，地方政府間の相
互依存関係という文脈におけるヤードスティ
ック競争は，地域住民が他の地方政府のパフ
ォーマンスを参照しながら，自己地域の政府
のパフォーマンスを評価し，選挙などの手段
によって，自己の政府の政策に影響を与える

ことを意味するとしている 4）．
ふるさと納税に関する研究を整理すると，
租税論の観点をはじめ，調査やアンケートに
よって，制度の実態を解明しようとしてきた
ものが多い．ただし，後者の研究では，特定
の地方自治体を対象としたものが多く，返礼
品について考慮した研究でも，ふるさと納税
を利用する側のインセンティブについて検証
したものが多いといえる．なお，返礼品競争
について，その要因を分析した深澤（2019）
においても，自地域の返礼割合を説明するた
めの説明変数として，競争相手地域の返礼割
合のみを採用している．一方で，末松（2020）
は，深澤（2019）とは異なり，パネルデータ
による分析に加え，個々の自治体の経済的，
社会的な指標を説明変数に加えており，操作
変数法により，自地域と競争相手の地域の返
礼率の内生性の問題についても検討してい
る．
上記の先行研究の結果を踏まえたうえで，
本稿では，自治体間の返礼品競争が起こって
いるのか，それともほかの要因が影響してい
るのか確認することとする．
競争相手の自治体については，財政力指数
もしくは人口が類似した自治体を競争相手と
するケースを想定するが，そのうえで，同一
都道府県内の自治体，地理的に関係がない全
国単位での自治体の二つに分けた推定を行
う．近隣の自治体間か，もしくは，地理的に
関係がない自治体間かどちらの場合に政策的
な競争が行われているかについても着目す
る．
返礼率の決定要因について全国規模で検証
した研究が少ない中で，政策競争という観点
を交えてふるさと納税について分析していく
ことは，租税論や公共政策論にとっても重要
な課題であると考える．

4．実証分析

4.1　データとモデル
2019 年度のクロスセクションデータによ
る分析では，総務省による 2020 年度の「ふ
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るさと納税に関する現況調査結果」，2019 年
度の「地方公共団体の主要財政指標一覧」お
よび「市町村別決算状況調」，2015 年度の「国
勢調査」のデータを使用する．被説明変数は
自地域の返礼品率，競争相手の自治体の返礼
品率（返礼品等の調達に係る費用 /ふるさと
納税の受け入れ額）を説明変数に導入してい
る．なお，「ふるさと納税に関する現況調査
結果」は前年度のふるさと納税の受け入れ額
などを示しているため，2019 年度のデータ
となる．末松（2020）では，税控除を通じた
住民税収の流出について考慮しており，ふる
さと納税による税額控除額を地方税収（「市
町村別決算状況調」を使用）で割ったものを
流出割合として説明変数に加えている 5）．そ
して，人口，65 歳以上人口比率，一次産業
人口割合（「国勢調査」を使用），財政力指数
とその二乗項，経常収支比率，実質公債費比
率（「地方公共団体の主要財政指標一覧」を
使用）を説明変数として加えている．また，
ラスパイレス指数を説明変数に加えた推定も
別途行った．ラスパイレス指数は，財政力指
数などほかの説明変数と相関性がある可能性
も留意する必要があるが，地方自治体の財政
状況を知る上でも重要な指標であり，ふるさ
と納税の返礼率に影響があるか確認すること
とする．
被説明変数である自地域の返礼率と，説明
変数である競争相手の自治体の返礼品率が双

方向に影響する内生性の問題を解消するた
め，競争相手の自治体の財政力指数，人口，
一次産業比率を操作変数として導入してい
る．これらの変数は，内生変数である競争相
手の自治体の返礼品率には影響をあたえるも
のの，被説明変数には影響を受けないと考え
られる．操作変数の妥当性については，過剰
識別制約検定および，第一段階での F統計量
によって確認した．推定式は以下の通りであ
る．

Yit=a＋∑ bXit＋ uit

Yitは自地域の返礼率，aは定数項，Xitは
説明変数，bは説明変数に係る推計されるべ
き係数，uitは誤差項を示している．推定に
あたっては，財政力指数，人口が近い自治体
を競争相手の自治体とし，それぞれ推定する．
そのうえで，競争相手が同一都道府県どうし
のケース，競争相手が地理的に関係ない，す
なわち必ずしも同一都道府県どうしではない
ケースを考える．ヤードスティック競争は，
市町村が同一都道府県内の市町村の行動を参
照した横並び行動の結果であるので，前者の
ケースに相当するが，ふるさと納税の返礼品
率の決定要因ではどのような違いがあるのか
着目したい．
ふるさと納税の返礼率がヤードスティック
競争のもと決定されるという仮説の下では，

表 1　基本統計量
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競争相手が同一都道府県どうしのケースにお
いて，競争相手の自治体の返礼率がふるさと
納税の返礼率に影響を与えることとなる．そ
うでないならば，地理的に影響を受けず，全
国単位で影響を受けることとなる．
一方で，2019 年度の地方税法の改正や過
剰な返礼品競争が問題視されてきた近年の状
況から，競争相手の自治体の返礼率がふるさ
と納税の返礼率に影響を与えていないという
仮説も立てられる．例えば，自地域の財政力
指数が高い場合，返礼品にかける費用が高く
なる，逆に，実質債務比率が高い，ラスパイ
レス指数が低いなど，財政状況が悪いとふる
さと納税の受け入れ額を増やすために，返礼
率が高くなる可能性も考えられる．また，一
次産業人口の割合が高い，人口が少なく，高
齢化比率が高い自治体ほど返礼率が高くなる
可能性も考えられる．

4.2　推定結果
表 2は，ふるさと納税の返礼率の決定要因
について，競争相手が同一都道府県どうしの
ケースおよび，競争相手が地理的に関係ない，
すなわち必ずしも同一都道府県どうしではな
いケースの推定結果であり，人口，財政力指
数が類似した自治体を競争相手とするケース
について分類している．前者のケースでは，
競争相手の自治体の返礼率がいずれも有意と
なっておらず，後者のケースでも，人口が類
似した自治体を競争相手としたケースのみ，
有意に負となっている．すなわち，ヤードス
ティック競争の結果，競争相手にある自治体
の返礼率が自地域の返礼率に正の影響を与え
ているわけではないといえる 6）．自地域の人
口や産業，財政の状況に着目すると，流出割
合と人口がいずれも有意に負，一次産業人口
割合と財政力指数，実質債務比率が有意に正
となっている．65 歳以上の人口割合につい
ては，後者のケースにおいて，財政力指数が
類似した自治体を競争相手としたケースで，
有意に負，一部で負の有意傾向にある．
表 3は，ラスパイレス指数を説明変数に含
んだ推定結果である．係数は小さいものの，
ラスパイレス指数が有意に正となっており，

65 歳以上の人口割合が有意に負，財政力指
数が有意でなくなった点で変化が生じてい
る．
頑健性の確認のため，2016 年から 2019 年
度のパネルデータを用いて固定効果 IVによ
る推定も行った．その結果が表 4である．競
争相手が同一都道府県どうしのケースでは，
人口，財政力指数が類似した自治体を競争相
手とするケース双方で，競争相手にある自治
体の返礼率は正の有意傾向にあった．有意性
があまり見られなかった背景には，2017 年
度に総務省が返礼率を 3割以下にするよう地
方自治体に通告したことも影響していると考
えられる．流出割合についてはいずれの推定
でも有意に正の影響が見られた．

4.3　考察されること
ふるさと納税の返礼率がヤードスティック
競争のもと決定されるという仮説とは異な
り，本稿の推定では，競争相手の自治体の返
礼率がふるさと納税の返礼率に影響を与えて
おらず，流出割合にも正の影響が見られなか
った．2016 年から 2019 年度のパネルデータ
による推定では，正の有意傾向にあったもの
の，2019 年度のクロスセクションデータに
よる推定では，財政力が弱い地方自治体が，
ふるさと納税による寄附金の獲得で税収を拡
大させる狙いや，他の自治体にふるさと納税
が行われることで税額控除などによる税源の
流出を防ぐといった意図で，返礼率を上げる
といった現象は確認できなかった．もちろん，
実質債務比率が高いほど返礼率が高くなる傾
向があったことも事実であるが，一次産業人
口比率や財政力指数が高い自治体ほど，返礼
率が高い傾向にあり，財政力指数が高い自治
体ほど，返礼品にかける費用が高くなる可能
性がある．2019 年度のクロスセクションデ
ータによる推定では，有意傾向が多いものの，
財政力指数の二乗項が負となっていたことか
ら，ある程度財政力の高い自治体になると，
ふるさと納税を集めるインセンティブが小さ
くなり，返礼率の拡大も抑制されると考えら
れる．一方で，65 歳以上の人口割合が正の
影響を与えていない，ラスパイレス指数が高
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いことが正の影響を与えていることは，高齢
化が進み，財政状況が悪い自治体ほど必ずし
も返礼率を引き上げているわけではないと解
釈できる．なお，ラスパイレス指数低下し，
財政赤字が目立った島根県隠岐郡海士町で

は，ふるさと納税の財源により，多様な人々
の参加による持続可能なふるさとづくりを目
指しており 7），宮崎県は 2018 年度において，
ラスパイレス指数が減少傾向にある一方で，
職員数増加の要因の一つとして，ふるさと納

表 2　操作変数法による推定結果①

（注）  左段はオッズ比，右段括弧内はロバスト標準誤差．***，**，*は，それぞれ 1％，5％，10％の有意
水準で有意であることを示す．

表 3　操作変数法による推定結果②

（注）表 2に同じ．
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税関連業務の増加を挙げている [宮崎県総務
部市町村課 2018]．すなわち，このような地
方自治体ほど，ふるさと納税による税収を求
めており，返礼品目当てではない利他的な納
税要因も関係している可能性がある．

5　まとめ

ふるさと納税については，地方税の原則と
の整合性や過激な返礼品競争といった問題点
と，地方税制における積極的な意義について，
様々な検証がなされてきた．その中でも，地
方自治体の返礼率の決定要因を探った研究は
少なく，本稿では，ヤードスティック競争の
結果，返礼品競争が行われているのか，地方
自治体内部の人口や産業，財政の状況によっ
て返礼率が左右されているのか検証した．本
稿の結論に照らし合わせると，2016 年から
2019 年度のパネルデータによる推定では，
正の有意傾向にあったものの，2019 年度の
クロスセクションデータからは，財政力が弱
い地方自治体が，ふるさと納税による寄附金
の獲得で税収を拡大させる狙いや，他の自治
体にふるさと納税が行われることで税額控除
などによる税源の流出を防ぐといった意図

で，返礼率を上げるといった現象は確認でき
なかった．また，高齢化が進み，財政状況が
悪い自治体ほど必ずしも返礼率を引き上げて
いるわけではないと考えられ，ヤードスティ
ック競争を前提とした先行研究の結果とは異
なるものとなった．地方税法改正などにより，
返礼品競争が抑制された可能性もあるが，一
方で，返礼品目当てではない利他的な動機か
らふるさと納税を利用しているケースも多い
可能性があり，ふるさと納税自体が逼迫する
地方財政の一助となるのであれば，新しい地
方税の在り方として再評価できると考えられ
る．

（注）
１） 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータル
サイト」（http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/
080430_2_kojin.html）2023 年 1 月 6 日アクセ
ス．

２） 財政民主主義とは，税負担とその使途は，議
会を通じて社会全体の共通意思として決める
原則．

３） 応益原則とは，地方公共サービスからの受益
に応じた負担をするべきという原則．負担分
任原則とは，行政サービスの受益者である住

表 4　固定効果 IV による推定結果

（注）表 2に同じ．
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民が全員でそのサービスを分担するべきとい
う原則．

４） なお，伊藤（2002）は条例の制定等の波及を，
中澤（2007）はホームヘルプサービスの供給
水準に相互参照行動が見られることを確認し
ており，田中（2009）は子育て支援策につい
て財政競争の存在を指摘している．さらに，
Bessho and Terai（2010）は工業団地の建設
の相互連関を検証している．

５） 末松（2020）では，ふるさと納税において，
税控除を通じた住民税収の流出が大きい自治
体ほど返礼率が高くなる「リソースフローモ
デル」傾向があることを指摘している．なお，
時点の問題として流出割合を，ふるさと納税
の受け入れ年度と同年度かもしくは前年度か
どちらの割合を考慮すべきか問題としており，
2種類の推定を行っているが，本稿では，前
年度のふるさと納税受入額に対する税額控除
と地方税収を使用している．

６） 一方で，政策立案プロセスの関連性が予想さ
れる「類似団体」の枠組みでの分析や類似の
特産物または返礼品をもつ自治体を競争相手
として分析することも必要と考えられるが，
これらの点については今後の研究課題とした
い．

７） 隠岐郡海士町オフィシャルサイト「ふるさと
納 税 に つ い て 」（http://www.town.ama.
shimane.jp/topics/3000-1/post-4.html）2023
年 1 月 6 日アクセス．
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